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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】欠陥レビューのレポート作成に要する時間を短
縮し、欠陥レビュー装置あるいは検査システムユーザの
利便性を向上する。
【解決手段】被検査試料に存在する複数の欠陥のレビュ
ー機能を有する欠陥レビュー装置に接続されて使用され
るレビュー支援装置１３において、外観検査装置３など
によって取り込まれた欠陥の位置情報と画像情報とを処
理する演算手段と、欠陥レビューの結果を要約したレビ
ューレポートを作成するための操作画面が表示されるモ
ニタとを有し、レビューレポートのレイアウト編集機能
を持ったレビューレポート作成ツール１０～１２を構成
することにより上記の課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査試料に存在する複数の欠陥のレビュー機能を有する欠陥レビュー装置に接続され
て使用されるレビュー支援装置において、
　前記外観検査装置ないし前記観察装置に結線される通信回線が接続され、かつ前記複数
の欠陥の位置情報と画像情報とを取り込むための通信回線端子と、
　前記欠陥の位置情報と画像情報とを処理する演算手段と、
　前記演算手段の処理結果が表示されるモニタとを有し、
　当該モニタ上には、
　前記被検査試料上における前記複数の欠陥の位置を示す欠陥マップと、当該複数の欠陥
のうち、少なくとも２つ以上の欠陥のサムネイル画像と、当該２つ以上の欠陥にそれぞれ
対応する識別子情報と、前記欠陥マップ、サムネイル画像あるいは識別子情報を指定する
ための操作ポインタとを含むレビューレポート作成画面が表示され、
　かつ、前記サムネイル画像は、前記表示画面上での配置位置がそれぞれ独立に変更可能
なように、前記レビューレポート作成画面上に表示されることを特徴とするレビュー支援
装置。
【請求項２】
　被検査試料に存在する複数の欠陥のレビュー機能を有する欠陥レビュー装置に接続され
て使用されるレビュー支援装置において、
　前記外観検査装置に接続される通信回線が接続され、かつ前記複数の欠陥の位置情報と
画像情報とを取り込むための通信回線端子と、
　前記欠陥の位置情報と画像情報とを処理する演算手段と、
　前記欠陥レビューの結果を要約したレビューレポートを作成するための操作画面が表示
されるモニタとを有し、
　前記演算手段は、前記レビューレポートのレイアウト編集機能が実現されるように、前
記操作画面に表示される画像データの表示を変更することを特徴とするレビュー支援装置
。
【請求項３】
　請求項２に記載のレビュー支援装置において、
　前記操作画面上には、
　前記被検査試料上における前記複数の欠陥の位置を示す欠陥マップと、当該複数の欠陥
のうち、少なくとも２つ以上の欠陥のサムネイル画像と、当該２つ以上の欠陥にそれぞれ
対応する識別子情報とが表示され、
　更に、前記演算手段は、
　前記サムネイル画像の前記操作画面上での配置位置がそれぞれ独立に変更可能なように
、当該サムネイル画像を前記画面上に表示することを特徴とするレビュー支援装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のレビュー支援装置において、
　前記演算装置は、前記サムネイル画像を前記操作ポインタの移動先に移動させることを
特徴とするレビュー支援装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のレビュー支援装置において、
　前記演算装置は、前記操作ポインタによる指示を契機として、前記操作画面上に表示す
るサムネイル画像の個数を変更するためのプルダウンメニューを表示させることを特徴と
するレビュー支援装置。
【請求項６】
　請求項４に記載のレビュー支援装置において、
　前記サムネイル画像の個数の変更に応じて、前記サムネイル画像の前記操作画面上での
大きさが変更されることを特徴とするレビュー支援装置。
【請求項７】
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　請求項４に記載のレビュー支援装置において、
　前記欠陥マップ上では、当該サムネイル画像に対応する欠陥位置が、他の欠陥位置とは
区別されるように表示されることを特徴とするレビュー支援装置。
【請求項８】
　請求項４に記載のレビュー支援装置において、
　前記識別子情報を変更するための変移ボタンが表示されることを特徴とするレビュー支
援装置。
【請求項９】
　請求項４に記載のレビュー支援装置において、
　前記ポインタを前記サムネイル画像上に移動させると、
　当該サムネイル画像と識別子の同じ欠陥について、撮像方法の異なる複数の欠陥画像を
選択するためのプルダウンメニューが前記操作画面上に表示されることを特徴とするレビ
ュー支援装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載のレビュー支援装置において、
　前記プルダウンメニューには、当該プルダウンメニューに含まれる欠陥画像の種類を調
整するための設定ボタンもあわせて表示されることを特徴とするレビュー支援装置。
【請求項１１】
　請求項２に記載のレビュー支援装置において、
　前記検査マップ上に表示される欠陥位置に前記ポインタを移動させると、当該移動先の
欠陥に対応する欠陥画像が、前記操作画面上に吹き出し表示されることを特徴とするレビ
ュー支援装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のレビュー支援装置において、
　前記吹き出し表示された欠陥画像を前記ポインタで前記サムネイル画像の表示位置にド
ラッグアンドドロップさせることにより、前記吹き出し表示された欠陥画像を当該ドラッ
グアンドドロップ先のサムネイル画像の表示位置に表示させることを特徴とするレビュー
支援装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のレビュー支援装置において、
　前記操作画面には、前記サムネイル画像の元画像を前記識別子の順に並べて表示する一
覧操作画面が表示されることを特徴とするレビュー支援装置。
【請求項１４】
　請求項２に記載のレビュー支援装置において、
　前記通信回線端子は、プリンタに接続可能な通信回線端子であり、
　前記操作画面には、当該操作画面の印刷を前記プリンタに指示するための印刷ボタンが
表示されることを特徴とするレビュー支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は製造途中の製品や部品の外観確認作業にかかわり、特に半導体ウェハ，フォト
マスク，磁気ディスク，液晶基板等の表面の異物，パターン欠陥を検出する装置と異物等
の欠陥を観察する観察装置の条件決定作業や装置の性能を確認するための解析作業を支援
するデータ処理装置，検査作業支援システム、およびデータ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスや液晶デバイスあるいは磁気ディスクの製造工程において、半導体ウェ
ハや液晶基板の表面上の異物，パターン欠陥は製品不良の原因となる。また、そのため、
異物，パターン欠陥（以下、外観不良）を定量化し製造装置及び製造環境に問題がないか
を常時監視する必要がある。さらに外観不良の形状を観察することにより、その外観不良
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が製品に致命的な影響を与えるものかどうか確認する必要がある。
【０００３】
　近年においては、半導体デバイスの加工寸法の微細化に伴い欠陥が微細化している。こ
のため、近年においては、上記のような欠陥の監視は、ウェハ上の欠陥位置を検出する専
用装置と、検出された欠陥位置の高倍率画像を取得して欠陥分類を行う専用装置とで分担
して行われるのが一般的である。欠陥位置の検出装置としては、光学式検査装置や検査Ｓ
ＥＭなどのいわゆる外観検査装置が使用される。一方、欠陥位置の高倍率画像取得装置と
しては、走査電子顕微鏡を利用した欠陥レビューＳＥＭが使用されている。
【０００４】
　欠陥レビューＳＥＭが欠陥観測ツールとして導入された当初は、上記の欠陥分類作業は
、オペレータの手作業により行われていた。そのため、観察する人間により観察対象の欠
陥位置や欠陥の種類に偏りがあったり、観察すべき欠陥が一定しない問題があった。最近
では、これらの問題点を解決するために、画像処理技術を用いて欠陥の大きさ，形状，種
類等の判断を装置が自動的に行う自動レビュー（ＡＤＲ：Automatic Defect Review）や
自動欠陥分類（ＡＤＣ：Automatic Defect Classification）の技術が導入され始めてい
る。ＡＤＲやＡＤＣの結果は、人間の目に見やすい形式で画面表示され、最終的に、レビ
ューレポートとして書面やＰＤＦファイルなどの形式で出力される。
【０００５】
　一方、欠陥レビュー装置のユーザである半導体デバイスや液晶基板製造業者の興味は、
ウェハや液晶基板上にどのような欠陥がどのように分布しているかという点にある。これ
は、ウェハないし液晶基板上の欠陥分布は、上記各種デバイスの製造プロセスに関係があ
り、上記製造業者は、欠陥分布の変動情報をもとに製造プロセスの条件を調整するためで
ある。従って、レビューレポートは、ウェハや液晶基板上の欠陥位置を当該ウェハまたは
液晶基板の模式図上に示した欠陥マップと、欠陥マップで示される欠陥分布の代表点の高
倍率画像を同一画面上に示した形式で作成される場合が多い。
【０００６】
　特開２００８－１３０９６６号公報（特許文献１）には、レビュー結果の表示画面の一
例が開示されている。特許文献１には、欠陥マップに表示された欠陥の高倍率画像を欠陥
ＩＤ順に、欠陥マップと同一画面上にサムネイル表示する形式のレビューレポート画面が
開示されている。高倍率画像はスクロールバーと共にサムネイル表示されており、装置ユ
ーザは、スクロールバーを移動することにより、レビュー結果の確認画面上で、全ＩＤの
欠陥位置のサムネイル画像を閲覧することができる。
【０００７】
　特開２００７－２３２４８０号公報（特許文献２）には、最終的に作成されるレビュー
レポートを、レポート編集画面で自由に編集可能に構成された欠陥レビュー装置の例が開
示されている。特許文献２に開示された欠陥レビュー装置においては、レポートの構成要
素がモジュール化されてアイコンとして編集画面上に表示され、これらアイコンを編集画
面上でＧＵＩ表示することにより、レビューレポートを編集できるように欠陥レビュー装
置を構成している。一度編集が完了したレビューレポートはテンプレートとして記憶され
、次の欠陥レビュー終了後は、装置オペレータは、記憶したテンプレートを呼び出して、
同一フォーマットでレビューレポートを出力することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１３０９６６号公報
【特許文献２】特開２００７－２３２４８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　半導体デバイスや液晶デバイスあるいは磁気ディスクの製造において歩留まりを向上さ
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せる上では、前述の通り、外観不良や付着異物あるいは電気的欠陥などの欠陥を検出する
作業が大変重要である。よって検査装置には、半導体デバイスの微細化に伴う性能向上が
常に求められており、より微細な欠陥を高感度に検出できる検査装置が登場してきている
。
【００１０】
　検査装置の高感度化により、外観検査装置や欠陥観察装置の出力する情報は膨大なもの
となっているが、一方で、検査結果は、最終的にはレビューレポートの形式にまとめられ
る必要がある。外観検査装置や欠陥観察装置の出力する情報には、検出異物，欠陥数や、
欠陥特徴量等、検査結果などの情報が含まれるが、レビューレポートを作成するためには
、データ処理及びデータ整理に多くの時間を要するという問題がある。なお、ここでいう
データ処理とは、欠陥検査装置が出力する複数の座標データをつき合わせしたり、それら
に対応したレビュー装置の画像データを取り込み、欠陥種のカテゴリー番号を入力したり
、ベン図解析（Adder－Missing解析）を行うことを意味する。また、データ整理とは、例
えば市販のプレゼンテーションソフトウェアを使用して、欠陥マップとマップ上の欠陥位
置と画像の対応を示したり、欠陥種カテゴリーごとの検出数をグラフにしたりする作業を
意味する。
【００１１】
　レビューレポートを作成するためには、欠陥観察装置から出力される多数の画像データ
から必要な画像を取捨選択して、一枚のスライドにまとめる作業を行う必要がある。欠陥
観察装置から出力される画像データは、装置の性能向上に伴い膨大になっており、自動出
力された画像の取捨選択に関する処理はますます困難になってきている。現状、レビュー
レポートの作成は人手に頼っているのが実情であり、こうした膨大な画像データの中から
、所望の欠陥を探し出し、欠陥マップとの対比などを実施し、資料としてまとめるための
作業は大変な時間を要している。よって、レビューレポートを簡単に作成できる支援ツー
ルが所望されていた。
【００１２】
　欠陥レビューで検出される欠陥は検査データごとに変化するため、欠陥マップ上のドッ
トと画像の関係をテンプレートの形に予め固定的に定めることは難しい。また、レビュー
レポートの作成途中でレビューレポートの表示フォーマットを変更したい場合も良くある
ことである。このような場合、特許文献２に記載のようなテンプレート型のレビューレポ
ートフォーマットでは、テンプレートの編集画面に戻ってテンプレートを編集し、テンプ
レートの実行結果を別画面に表示させ、所望のフォーマットでレビューレポートが表示さ
れているかを確認する、という手順を繰り返す必要がある。結局、レビューレポートは、
検査結果に応じて手作業で時間をかけて作成しているのが現状である。
【００１３】
　そこで本発明は、操作性の改良された、使い勝手のよいレビューレポート作成機能を提
供する欠陥レビュー支援装置、欠陥レビュー装置あるいは検査支援装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、レビューレポートのレイアウト編集機能を有するレビューレポート作成ツー
ルを、上記欠陥レビュー支援装置、欠陥レビュー装置あるいは検査支援装置に実装するこ
とにより、上記の課題を解決する。装置ユーザは、上記各装置に接続されたモニタに上記
のレビューレポート作成ツールを呼び出し、レビューレポートを作成する。レビューレポ
ートのフォーマット変更が必要な場合は、レビューレポート作成ツール上で変更処理を実
行する。フォーマット変更に必要な一連の作業は、全てＧＵＩ上で実行される。レビュー
レポート作成終了時のレビューレポート作成ツールの表示画面は、レビューレポートにな
っており、装置ユーザは、レビューレポート作成終了時のレビューレポート作成ツールの
表示画面を出力すれば、出力結果がそのままレビューレポートとなる。
【００１５】
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　ハードウェア上は、レビューレポート作成ツールは、上記レビューレポートのレイアウ
ト編集機能を実現するソフトウェアが格納された記憶手段と、当該ソフトウェアを実行す
る演算手段と、レビューレポート作成に必要なデータが格納された外部データベースに対
してデータ要求を送信するための通信インタフェースとにより構成される。上記の演算手
段は、ＧＵＩ上で行われた操作に対応して、必要なデータの要求命令を上記のデータベー
スに送信し、帰ってきた応答から必要なデータを抽出して、レビューレポート作成ツール
上に表示させる。これにより、フォーマット変更に必要な一連の作業をＧＵＩ上で実行す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、大量の画像と欠陥マップ表示方法を工夫することにより、大量の画像確
認を容易にし、所望の欠陥が検出できているか確認すると共に、欠陥マップとその周りに
欠陥画像を配置した欠陥レビューレポートを作成しやすい手段が提供される。また、欠陥
マップの拡大縮小表示や画像リスト表示など、レポートを自由なレイアウトで簡単に作成
できる手段が提供されることにより、上記レビューレポートを従来技術では考えられない
ほど短時間で作成できる環境が実現される。ひいては、欠陥検査を各種デバイスの製造プ
ロセスにフィードバックする時間が短縮化され、各種デバイス製造の歩留まり向上に寄与
する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】半導体デバイスの製造プロセスにおける実施例１のレビュー支援装置の配置を示
す全体図。
【図２】外観検査装置・レビュー装置・欠陥レビュー支援装置間で送受信される欠陥情報
のフォーマットの例。
【図３】データベースに格納されるデータテーブルの構成例。
【図４】実施例１で最終的に作成されるレビューレポートの一例。
【図５】実施例１のレビュー支援装置で表示される欠陥画像の突合せ表示画面。
【図６】実施例１のレビューレポート編集画面で表示される初期画面。
【図７】１つめのサムネイル画像を表示させた時点のレビューレポート編集画面。
【図８】サムネイル画像変更用プルダウンメニューを表示させた状態のレビューレポート
編集画面。
【図９】サムネイル画像変更用プルダウンメニューの内容変更画面。
【図１０】変更後のサムネイル画像変更用プルダウンを表示させた状態のレビューレポー
ト編集画面。
【図１１】レビューレポート完成直前のレビューレポート編集画面。
【図１２】表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニューを表示させた状態のレビ
ューレポート編集画面。
【図１３】サムネイル画像数変更用プルダウンメニューを表示させた状態のレビューレポ
ート編集画面。
【図１４】サムネイル画像数変更後のレビューレポート編集画面。
【図１５】実施例１のレビュー支援装置の内部構成図。
【図１６】実施例１のレビュー支援装置の効果を示す図。
【図１７】実施例２のレビュー支援装置の配置を示す全体図。
【図１８】実施例２のレビューレポート編集画面の基本操作の説明図１。
【図１９】実施例２のレビューレポート編集画面の基本操作の説明図１。
【図２０】欠陥マップの拡大図を表示させた状態のレビューレポート編集画面。
【図２１】欠陥マップに替えて画像一覧を表示させた状態のレビューレポート編集画面。
【図２２】実施例２のフィルタリングウィンドウ。
【図２３】画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ。
【図２４】テンプレート型のレビューレポート作成機能を備えた欠陥レビュー支援装置の
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内部構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を用いて実施例について説明する。
【実施例１】
【００１９】
　本実施例では、欠陥ＩＤを指定することによりレビューレポートをＧＵＩ上で作成する
機能を実現する欠陥レビュー支援装置の構成例について説明する。本実施例では、欠陥レ
ビュー支援装置は、半導体デバイスの製造ライン適用されたものとする。
【００２０】
　図１には、半導体デバイスの製造ラインの構成の全体図について示す。半導体の製造ラ
インは、通常、クリーンルーム１内に設置された複数の製造装置２により構成されている
。半導体デバイスは、シリコン基板上に複数のレイヤを形成することにより製造されるた
め、各レイヤの製造工程毎に検査が実行される。一般的には、各レイヤの製造工程が終了
するごとに、外観検査，光学式欠陥レビュー，ＳＥＭ式欠陥レビューの各検査が実行され
る。各検査で使用される装置は１台とは限らず、図１に示されるように、外観検査装置群
３，光学式欠陥レビュー群４およびＳＥＭ式欠陥レビュー装置群５など、複数の検査装置
が使用される場合も多い。また、最終的に完成した半導体デバイスは、検品装置６でデバ
イス特性が検査された後、チップを切り出すダイシング工程に回される。
【００２１】
　外観検査装置とはウェハ全面を粗く検査して、欠陥候補となるウェハ上の位置情報を取
得するための装置である。光学式欠陥レビュー装置は、外観検査で見つかった欠陥候補位
置の光学画像を取得して、ウェハに付着した異物やウェハ表面に形成された配線パターン
の不良を検出し、欠陥の種類ごとに分類する装置である。ＳＥＭ式欠陥レビュー装置は、
外観検査で見つかった欠陥候補位置のＳＥＭ画像を用いて、光学式欠陥レビューでは検出
できない小さな欠陥や電気欠陥（ＶＣ欠陥）を検出し、種類ごとに欠陥を分類する装置で
ある。ＳＥＭ式欠陥レビュー装置は、単なる二次電子画像だけではなく、一次電子線光軸
に対して異なる位置から検出した複数の反射電子像（陰影像）を取得することも可能であ
る。以上の各種検査装置は、通信ネットワーク７を介して相互接続される。
【００２２】
　本実施例の欠陥検査支援装置１３は、光学式欠陥レビュー装置およびＳＥＭ式欠陥レビ
ュー装置で検出された欠陥画像を格納するためのデータベース８と、光学式欠陥レビュー
装置およびＳＥＭ式欠陥レビュー装置から出力されてくる画像データから不要なデータを
除去して検査装置ユーザの所望する画像データのみをデータベースに格納するためのワー
クステーション９と、レビューレポート作成ツールがインストールされた端末１０～１２
により構成される。図１では、複数の端末がデータベース８接続された構成例を示したが
、１台の端末のみでも構わない。通信ネットワーク７に接続されている検査装置あるいは
観察装置が光学式レビュー装置あるいはＳＥＭ式レビュー装置のいずれかしかない場合も
考えられるが、その場合には、欠陥検査支援装置１３はレビュー支援装置と呼ばれる。本
実施例の欠陥レビュー支援装置は、通信ネットワーク７を介して、外観検査装置群３、光
学式欠陥レビュー４群およびＳＥＭ式欠陥レビュー装置群５の各検査装置と接続される。
外観検査装置群３が出力する欠陥情報は膨大であるため、ワークステーション９は、光学
式レビュー装置群４またはＳＥＭ式レビュー装置群５が利用するべき欠陥位置情報あるい
はその他の欠陥情報を、フィルター機能により外観検査装置群３の出力情報から抽出する
役割も担っている。抽出された欠陥位置情報やその他の欠陥情報は、光学式レビュー装置
群４またはＳＥＭ式レビュー装置群５に送信され、欠陥レビューが実行される。
【００２３】
　上記の検査装置群、データベース８およびワークステーション９間で送受信される検査
情報は、相互利用されるため同じフォーマットでやりとりされる必要がある。図２には、
複数の検査装置間で相互利用が可能な検査情報フォーマットの一例を示す。製品となるウ
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ェハはロット単位で半導体製造工程を流れていため、検査情報フォーマットは、ロット番
号と、ロットに含まれる複数のウェハの各ＩＤおよびウェハに形成されるダイのレイアウ
ト情報が含まれる。検出された欠陥には、欠陥毎にＩＤが付される。このＩＤは、外観検
査が実行された時点で検出された欠陥候補に対して付されるＩＤであり、これ以降の検査
情報の管理は、全てこのＩＤをキーにして行われる。欠陥情報は、大まかには、欠陥位置
の座標情報と、検査装置で撮像された欠陥画像データ、欠陥の属性を示す欠陥特徴量情報
（ＲＤＣ情報：Real-time Defect Classification情報）により構成される。ＲＤＣ情報
の例としては、例えば、最大グレーレベル差，参照画像平均グレーレベル，欠陥画像平均
グレーレベル，極性，検査モード，欠陥サイズ，欠陥画素数，欠陥サイズ幅，欠陥サイズ
高さ，欠陥サイズ比，欠陥画像中欠陥部画素微分値，参照画像中欠陥画素微分値，欠陥の
種別情報などが挙げられる。このデータは、その他の欠陥情報とともに、図２のフォーマ
ットに従い、テキストデータによって送信される。
【００２４】
　ここで、最大グレーレベル差は、欠陥として判定された場所の画像と、その参照部の画
像を画像処理して差画像を得た時の、欠陥部の明るさの絶対値である。参照画像平均グレ
ーレベルとは、その欠陥部と判定されたピクセル部の、参照画像上の明るさの平均値，欠
陥画像平均グレーレベルとは、その欠陥部と判定されたピクセル部の、欠陥画像上の明る
さの平均値である。極性とは、欠陥部が参照画像に比べ明るいか暗いかを示すものであり
、「＋」は明るい欠陥、「－」は暗い欠陥を示す。検査モードとはその欠陥が検出された
ときに使用されていた画像比較方式で、ダイ比較，セル比較、それらの混合比較などがあ
る。欠陥サイズや欠陥画素数，欠陥サイズ幅／高さは、検出された欠陥の大きさを示すも
ので、欠陥サイズ，幅／高さの単位はミクロンなど、欠陥画素数の単位はピクセルである
。欠陥サイズ比は、欠陥サイズの幅／高さ比を表すもので、幅と高さが同じであれば１、
幅が高さの２倍あれば２、などとあらわすパラメータである。欠陥部画素積分値とは、欠
陥画像または参照画像上の欠陥とされたピクセル部の微分値を表したものであり、そのピ
クセル部内の濃淡の変化の度合いを示したもので、その欠陥画像部の値を欠陥画像中欠陥
部画素微分値，参照画像部のそれを参照画像中欠陥部画素微分値と呼ぶ。欠陥の種別情報
とは、ＡＤＣの結果得られた欠陥の種類を表す情報であり、例えば、異物付着，ショート
欠陥，スクラッチ，埋め込み異物起因欠陥，ボイド，パターン形状異常，エッチング残渣
などがある。
【００２５】
　光学式あるいはＳＥＭ式による欠陥レビューが完了すると、得られた検査情報は、デー
タベース８に格納される。図３には、データベース８における欠陥情報の格納状態を模式
図で示した。図３では、各種欠陥情報は、欠陥ＩＤをキーとするテーブル形式で格納され
ており、テーブルの左端に欠陥ＩＤフィールドが設けられ、右に向かってｘ座標，ｙ座標
の座標情報フィールド，第１欠陥画像フィールド，第２欠陥画像フィールド、という複数
の欠陥画像フィールドがそれぞれ設けられている。一つのＩＤの欠陥に対して、外観検査
での取得画像、光学式欠陥レビューでの取得画像、ＳＥＭ式欠陥レビューでの取得画像が
存在し、かつＳＥＭ式欠陥レビューにおいては、二次電子像、左陰影像、右陰影像など複
数の画像が取得されるため、欠陥画像フィールドの数は１０個以上になる場合も珍しくな
い。実際には、画像データをテーブルに格納することは困難であるので、図３に示す欠陥
画像フィールドには、データベース上で画像データが格納されているアドレスを示すエン
トリ情報が格納されている。欠陥画像フィールドの右側には、ＲＤＣフィールドが設けら
れる。ＲＤＣ情報も、一つの欠陥ＩＤに対して複数の情報が存在するため、ＲＤＣ情報フ
ィールドは、外観検査，欠陥レビューの各段階で算出されたＲＤＣ情報の種類の分だけ設
けられる。
【００２６】
　次に、図４から図１５までの各図面を用いて、本実施例の欠陥レビュー支援装置に実装
されたレビューレポート作成ツールの操作方法について説明する。
【００２７】
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　図４には、本実施例のレビューレポート作成ツールを用いて作成されるレビューレポー
トの完成画面を示した。図４に示される完成画面は、レビューレポート作成ツールを操作
する端末のモニタに表示されるレポート作成画面であるが、装置ユーザは、この画面をプ
リントアウトあるいは市販のプレゼンテーションソフトウェアの操作画面に出力すれば、
結果がそのままレビューレポートとなる。
【００２８】
　図４に示したレビューレポートは、レビューレポート作成画面（マップ・画像表示画面
）１４上の中央部に欠陥マップ１５が表示され、その周囲に検出された欠陥の代表例を示
すサムネイル画像１６が複数表示された構成を有している。欠陥マップは、ウェハを模式
的に示す円と、当該円上に表示された欠陥位置を示すドットにより構成される。マップ上
には、サムネイル表示された欠陥を示す強調表示用ポインタが欠陥位置を示すドットの上
に重ねて表示されており、更に、強調表示用ポインタとサムネイル画像の対応関係を示す
矢印１９も表示されている。サムネイル画像の下部に示された欠陥ＩＤ入力欄１７には、
欠陥ＩＤを示す数値が表示されており、その横には、ＩＤをスクロールさせるための矢印
ボタン１８が表示されている。装置ユーザは、矢印ボタン１８を操作することにより、サ
ムネイル表示させている欠陥画像の欠陥ＩＤを変更することが可能である。
【００２９】
　次に、図５と図６を用いて、本実施例のレビューレポート作成ツールの操作画面につい
て説明する。レビュー結果を参照して、レビューレポートを作成するためには、装置ユー
ザは、まず図５に示す画像・特徴量リスト表示画面３１を参照する。
【００３０】
　画像・特徴量リスト表示画面３１は、外観検査装置あるいは欠陥レビュー装置から出力
されたＡＤＲ画像とＲＤＣ情報とを欠陥ＩＤでソートして表示した画面であり、欠陥ＩＤ
が表示される欠陥ＩＤ表示欄２０，外観検査装置による検査画像２２が表示される検査画
像表示欄２１，レビュー装置による取得画像２４が表示されるレビュー画像表示欄２３と
、欠陥レビューが行われた製造プロセスのＩＤが表示されるレビューカテゴリ入力・表示
欄２５，検出された欠陥のＲＤＣ情報が表示される欠陥特徴量表示欄２６，レビューレポ
ートに記載するべき欠陥を選択する欠陥選択ボタン２７などにより構成される。欠陥され
る欠陥数とＲＤＣ情報は非常に多いため、表示画面を欠陥ＩＤの降順・昇順方向に移動す
るための欠陥ＩＤスクロールバー２８と横方向のスクロールバー２９も用意されている。
装置ユーザは、上記のスクロールバーを操作して、レビューレポートに記載するべき代表
欠陥を視認し、欠陥ＩＤを把握することができる。
【００３１】
　図５に示す画像・特徴量リスト表示画面３１は、欠陥ＩＤ表示欄２０をクリックするこ
とで昇順または降順でソーティングされる。また、欠陥特徴量表示欄２６をクリックする
ことで特徴量の有り・無し、あるいは特徴量の種類に沿ったソーティングも可能である。
このソーティングによって、どのような種類の欠陥が、どのような特徴量をもっているの
か瞬時に把握することができる。また、どのような見え方をしている欠陥が、本当に見つ
けたい欠陥かどうか、又は擬似欠陥なのかを確認することができる。図５の画面では、同
一欠陥ＩＤに関連する情報を横方向に並べて表示しているが、縦方向に並べても良い。
【００３２】
　所望のＡＤＲ画像が表示されない場合には、欠陥選択ボタン２７にチェックマークを付
けて図５のレビューデータ出力ボタン３０を押すと、チェックマークが付された欠陥ＩＤ
の欠陥について、端末１０（あるいは１１，１２）からデータベース８に欠陥レビュー画
像を要求する信号が送信される。データベース８は、要求された欠陥ＩＤのレビュー画像
を検索し、存在する場合には、端末側にレビュー画像を返信する。データベース中に目的
ＩＤのレビュー画像が存在しない場合には、データベース内で当該ＩＤに対応する座標デ
ータが生成され、図１に示す光学式レビュー装置群４またはＳＥＭ式レビュー装置群５に
送られる。同時に、端末側には、「レビュー装置に問い合わせ中」のメッセージが送信さ
れる。
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【００３３】
　レビューレポートに記載するべき欠陥のＩＤが把握されると、装置ユーザは、図６に示
すマップ・画像表示画面１４を立ち上げる。図６に示す画面は、マップ・画像表示画面の
初期画面であって、レビューレポート作成時には、この画面に表示すべき欠陥画像を次々
と表示させることによってレポート作成を進めていく。画像・特徴量リスト表示画面３１
からマップ・画像表示画面１４への切り替えは、マップ・画像表示画面タブ３２をクリッ
クすればよく、画像・特徴量リスト表示画面タブ３３をクリックすると、同様に図６の表
示画面から図５の表示画面に切り替わる。
【００３４】
　初期状態では、図６に示すレビューレポート作成画面は中央部分に欠陥マップ１５が表
示され、その周りにサムネイル画像表示欄３４が複数配置された画面になっている。初期
状態では、サムネイル画像表示欄３４は空白であり、本実施例では、サムネイル画像表示
欄３４の配置数は１０個に設定されている。装置ユーザは、まず適当なサムネイル画像表
示欄３４を選んで、欠陥ＩＤ入力欄１７に適当な欠陥ＩＤを入力する。欠陥ＩＤを入力し
て、端末１０（あるいは１１，１２）に備えられたキーボードのリターンキーを押すと、
入力したＩＤに相当する欠陥のサムネイル画像がサムネイル画像表示欄３４に表示される
。データベースに蓄積されているＡＤＲ画像や外観検査装置での取得画像の元画像はサイ
ズが大きいため、サムネイル画像は元画像から適当に解像度を落として表示される。同時
に、欠陥マップ上で表示されている当該ＩＤの欠陥を示すドットが強調表示用ポインタ３
５により強調表示され、かつ当該ポインタの近傍に欠陥ＩＤを示す数字３６が表示される
。図７には、図６で欠陥ＩＤ入力欄１７に欠陥ＩＤ「１０５」を入力した場合の表示画面
の例を示した。左上の像表示欄３３には、欠陥ＩＤ１０５に対応する欠陥画像が表示され
ており、欠陥ＩＤ入力欄１７にはＩＤの数値「１０５」が表示されている。同時に、欠陥
マップ１５には、入力ＩＤに対応するドット上に強調表示用ポインタ３５が表示され、そ
の近傍には、欠陥ＩＤを示す数字３６が表示されている。表示させる欠陥を最初に選択し
た欠陥ＩＤの前後で数点程度ずらしたい場合には、矢印ボタン１８を操作することにより
欠陥ＩＤを前後に変える。ある欠陥がウェハ上に存在した場合、同種の欠陥はその周囲に
固まって存在する場合が多いので、レビューレポート作成の都合上、欠陥マップ上での欠
陥の強調表示位置を微小な距離だけ変更したい場合には、矢印ボタン１８による操作が便
利である。
【００３５】
　一連の欠陥検査で最初に取得される欠陥画像は外観検査装置による欠陥画像であり、デ
ータベース８には、同一ＩＤの欠陥の画像が検査を行う時系列順に格納されるため、本実
施例の欠陥レビュー支援装置では、図６のマップ・画像表示画面１４で欠陥ＩＤを入力し
た後に最初に表示される欠陥画像は、外観検査装置で取得された欠陥画像と設定されてい
る。しかし、レビューレポートに掲載する画像データは、解像度の高い鮮明な画像である
ことが望ましい。また、上記の通り、ＳＥＭ式欠陥レビュー装置では、複数種類の欠陥画
像が取得されるため、レビューレポート作成ツールは、表示させる欠陥画像の種類を簡単
に変更できる機能があった方が望ましい。
【００３６】
　そこで、本実施例のレビュー支援装置あるいはレビューレポート作成ツールは、レビュ
ーレポート編集機能の一例として、表示させる欠陥画像の種類をプルダウンメニューによ
り選択する機能を備えている。表示欠陥画像の種類を変更したい場合、装置ユーザは、端
末１０（あるいは１１，１２）に備えられたマウスで、サムネイル画像表示欄３４を右ク
リックにより選択する。すると、図８に示す表示画像種選択用プルダウンメニュー３７が
表示される。プルダウンメニューに表示される画像の種類は、図１に示したネットワーク
７に接続された検査装置、例えば本実施例では、外観検査装置，光学式欠陥レビュー装置
およびＳＥＭ式欠陥レビュー装置などから出力される画像の種類に依存する。装置ユーザ
は、表示された表示画像種選択用プルダウンメニュー３７から適切な画像種類を選択する
ことでこのレビューレポートに表示させる画像の種類を変更できる。なお、表示画像種選
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択用プルダウンメニュー３７に表示させる画像の種類は装置ユーザの都合に合わせて選択
することが可能である。図８に示した表示画像種選択用プルダウンメニュー３７はデフォ
ルト状態のプルダウンメニューであり、検査支援装置１３に接続された検査装置が出力す
る全ての種類の欠陥が表示されている。この表示画像種選択用プルダウンメニュー３７内
の「設定」を選択すると、図９に示す表示画像種選択用プルダウンメニューに表示させる
画像種の選択ウィンドウ３８が表示される。表示画像種選択用プルダウンメニューに表示
させる画像種の選択ウィンドウ３８には、表示画像種選択ボタン３９と、選択を確定する
ためのＯＫボタン４０および選択を解除するためのキャンセルボタン４１が表示される。
装置ユーザは、表示画像種選択ボタン３９を介して所望の種類の表示画像を選択する。Ｏ
Ｋボタンによる選択確定後、図１０に示すように選択された欠陥画像種のみが表示画像種
選択用プルダウンメニュー３７に表示される。図１０では、表示させる欠陥画像種として
、ＳＥＭ式レビュー装置の欠陥像（二番目に「Ｄ」が入っているもの）及び及びＥＤＳ分
析像（ＥＤＸ１及び２）を選択した例を示した。
【００３７】
　図６に示した初期画面に、以上説明した要領で欠陥画像を順次表示させることにより、
レビューレポート作成が進行する。図１１には、全てのサムネイル画像表示欄３４に欠陥
画像が表示された完成直前のレビューレポート作成画面（マップ・画像表示画面１４）を
示す。欠陥マップ１５には、全ての像表示欄に表示された欠陥に対応する強調表示用ポイ
ンタ３５と欠陥ＩＤの数字３５とが表示されている。この状態で、欠陥マップ１５をマウ
スで右クリックすると、図１２に示す表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュ
ー４２が表示される。この表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー４２に表
示された項目中、「矢印」をマウスの右クリックなどで選択すると、欠陥マップ上に表示
された強調表示用ポインタとサムネイル画像表示欄３４とを結ぶ矢印が表示され、図４に
示したレビューレポートが完成する。矢印は、ドットとサムネイル画像表示欄３４とを結
んでもよい。完成したレビューレポートは、図１２のプルダウンメニュー４１に含まれる
「プリント」を選択することにより印刷することができる。あるいは、図４の画面を市販
のプレゼンテーションソフトウェアにコピーアンドペーストすることにより、電子データ
として保存することが可能である。
【００３８】
　レビューレポートの作成途中で、レビューとに掲載する欠陥画像数を増減したい場合に
は、上記の表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー４２を表示させ、表示項
目中、「拡大」または「縮小」を選択する。いずれかの項目を選択すると、図１３に示す
表示画像数選択用プルダウンメニュー４３が表示される。
【００３９】
　装置ユーザが表示画像数選択用プルダウンメニュー４３に含まれる数字の中から適当な
数字を選択すると、選択数に応じてマップ・画像表示画面１４に表示される欠陥画像数が
増減する。図１４には、図１３の表示画像数選択用プルダウンメニュー４３で表示数１６
を選択した場合の変更後画面を示した。編集途中で表示画像数を変えたため、図１４に示
すマップ・画像表示画面１４では、増えた分のサムネイル画像表示欄３４が空欄になって
いる。空欄表示されたサムネイル画像表示欄３４の欠陥ＩＤ入力欄１７に欠陥ＩＤを入力
することにより、レビューレポート作成作業が続行される。以上説明した表示画像数の変
更作業は、図６に示す欠陥ＩＤ入力開始前の段階で行うことも可能である。編集途中で表
示画像数を減らす場合には、どの画像を削除するか指定する必要があるため、表示画像数
選択用プルダウンメニュー４３の表示項目中「減少」については、実際には欠陥ＩＤ入力
開始前のレポート作成初期段階で使用される場合が多い。また、マップ・画像表示画面１
４上に表示されるサムネイル画像１６や欠陥マップ１５の枠データは画面上に表示される
オブジェクトデータであるため、マウスなどのポインティングデバイスを用いたドラッグ
アンドドロップ操作により、画面上で自由に移動させることができる。従って、表示画像
数を編集途中で減らす場合、既に表示されたサムネイル画像をドラッグアンドドロップ操
作により、図示されないゴミ箱アイコンに捨てる動作を行ってもかまわない。以上のよう
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に、プルダウンメニューによる表示画像数の設定機能とドラッグアンドドロップ操作によ
る表示画像数の調整機能をレビューレポート作成ツールが備えることにより、ツールの操
作性が向上する。
【００４０】
　次に、図１５を用いて、以上説明したレビューレポート編集機能を実現するためのレビ
ュー支援装置の内部動作について説明する。
【００４１】
　図１５には、本実施例のレビューレポート作成ツールが実装された端末１０の内部構成
図を示した。端末１０は、データベース８と共に検査支援装置１３を構成し、通信ネット
ワーク７を介して外観検査装置群３，光学式レビュー装置群４あるいはＳＥＭ式レビュー
装置群５と接続される。端末１０は、図示されるような機能ブロックを実現するソフトウ
ェアが格納されたメモリ４４と、メモリ４４に格納されたソフトウェアを実行するＣＰＵ
４５と、レビューレポート作成ツールの操作画面が表示されるユーザインタフェース４６
と、通信ネットワークへ接続するための通信回線端子により構成される。完成したレビュ
ーレポートの出力先デバイス（プリンタ，パーソナルコンピュータなど）も上記の通信回
線端子を介して接続される。ユーザインタフェース４６は、ＧＵＩ画面が表示されるモニ
タの他、キーボードやマウスなどの入力デバイスも含むものと考える。なお、図１５では
、機能ブロックがメモリ上に実現されるように記載しているが、実際にはメモリ空間に格
納されたプログラムをＣＰＵ４５が実行することにより、上記の機能ブロックが実現され
ている。
【００４２】
　図１５に示す機能ブロックは、データベース８を参照する際のデータ送受信の窓口とな
るデータベース参照部（Ｄ／Ｂ参照部）４６と、レビューレポート作成ツール上に表示さ
れるＧＵＩでマウス入力された操作ポインタの位置検出を行い、それがどのような命令に
相当するかを解析するポインタ動作解析部４８と、ＧＵＩ表示する表示画面の全般的な制
御を行う表示制御部４９と、作成されたレビューレポートを外付けプリンタに出力する際
やあるいは市販のプレゼンテーションソフトウェアに出力する際のフォーマット変換を実
行する出力制御部５０とを含んで構成されている。ここで「操作ポインタ」とは、図５の
画像・特徴量リスト表示画面３１や図６のマップ・画像表示画面の両方で表示される、全
ＧＵＩ画面共通の操作ポインタのことであり、欠陥マップ上に表示される強調表示用ポイ
ンタとは区別される。ポインタ動作解析部４８は、更に操作ポインタの位置検出を行うポ
インタ位置検出部５１と、操作ポインタの移動先の位置情報とＧＵＩ表示されたオブジェ
クトデータの表示位置との対応関係を参照して、マウス入力された操作ポインタの動作の
意味を解析する要求動作解析部５２とを含んで構成される。また、表示制御部４９は、欠
陥マップのＧＵＩ表示を行うマップ描画部５３と、マップ周囲以外のオブジェクトデータ
、例えばサムネイル画像や各種プルダウンメニューの表示を行うオブジェクト表示部５４
とを含んで構成される。
【００４３】
　例えば、図６に示す欠陥マップを表示する場合、まずマップ描画部５３がデータベース
参照部４７にマップ描画に必要な情報を取得するよう指令を送信する。データベース参照
部４７は、図３に示すテーブルから図６のマップ描画に必要なフィールド、すなわちデー
タベース欠陥ＩＤフィールド，ｘ座標フィールド，ｙ座標フィールド，第１欠陥画像フィ
ールドというフィールドを選択して、通信ネットワークで使用されるフォーマットのパケ
ットを生成し、データベース８に送信する。データベース８は要求された情報をデータベ
ース参照部４７に返信し、データベース参照部４７は返信されたパケットから必要な情報
を取り出し、メモリ４４の空き領域（図示せず）に格納した後、データを格納したメモリ
アドレスをマップ描画部５３に送信する。
【００４４】
　マップ描画部５３は、取得した欠陥のｘ，ｙ座標の情報をＧＵＩ画面上での表示位置に
変換し、ウェハを示す画像情報（例えば、ウェハの輪郭線情報やチップを示す矩形情報な
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ど）と共にユーザインタフェース４６に表示する。同時に、オブジェクト表示部５４は、
欠陥マップ１５の周囲にサムネイル画像表示欄３４，欠陥ＩＤ入力欄１７および矢印ボタ
ン１８を表示させる。欠陥ＩＤ入力欄１７にＩＤが入力されると、ポインタ位置検出部５
１がポインタに何らかの変化が生じたことを検出し、ポインタの確定位置を解釈して欠陥
ＩＤ入力欄１７への入力動作があったことを検出する。要求動作解析部５２は欠陥ＩＤ入
力欄１７への入力情報を取得してオブジェクト表示部５４に伝達する。オブジェクト表示
部５４は、メモリに格納されたデータベース８からのダウンロードデータを参照し、欠陥
ＩＤを検索キーとしてサムネイル画像表示欄３４に表示させる画像データを検索する。検
索の結果、画像データがメモリ内に存在すれば、メモリ内に存在する画像データから適当
に解像度を落としたサムネイル用画像データを生成し、サムネイル画像表示欄３４に重畳
させて表示する。元画像のデータが存在しない場合はデータベース参照部４７に画像取得
要求を送信する。
【００４５】
　一方、要求動作解析部５２の解析結果はマップ描画部５３にも伝送される。これにより
、マップ描画部５３は欠陥ＩＤ入力欄１７へＩＤが入力された状態の欠陥（とその欠陥の
ＩＤ）を把握でき、欠陥マップ上の対応する位置に欠陥の強調表示用ポインタと欠陥ＩＤ
とを表示することが可能となる。
【００４６】
　図８，図１０あるいは図１２に示すプルダウンメニューを表示する際には、プルダウン
メニュー表示のトリガーとなるマウス動作があったかどうかをポインタ位置検出部５１が
検出し、更に、要求動作解析部５２が当該マウス動作を解析し、結果をオブジェクト表示
部５４に伝送する。オブジェクト表示部５４は、伝送された結果に応じて、各種のプルダ
ウンメニューを表示させる。所定のプルダウンメニューが表示中であるという情報は、ポ
インタ動作解析部４８に伝送され、これにより、ポインタ位置検出部５１および要求動作
解析部５２は、プルダウンメニューの選択動作を解釈することが可能となる。以上のよう
に、マウスなどポインティングデバイスの分析を担うポインタ動作解析部４８と、欠陥マ
ップや各種サムネイル画像の表示を担う表示制御部４９が保持している画面の状態情報が
、現在表示されている画面の状態情報に同期しているため、レビューレポートのレイアウ
ト編集機能がレビューレポートの作成画面上で実現される。
【００４７】
　図１３で表示させるサムネイル画像数を変更した場合、サムネイル画像の表示サイズが
自動変更されるが、表示サイズおよび表示位置変更の演算処理もオブジェクト表示部５４
により実行される。
【００４８】
　実際には、図５に示す画像・特徴量リスト表示画面３１の画面を表示する時点でデータ
ベース８へのアクセスは発生しているので、その時点で図６を表示するために必要な情報
をデータベース８に要求する場合が多い。すなわち、図５の画像・特徴量リスト表示画面
３１画面を表示するためには欠陥座標の位置情報は不要であるが、その時点で欠陥座標の
位置情報も取得しており、かつ存在する欠陥画像データも全てデータベース８からダウン
ロードしている場合が多いため、図６以降ではデータベース８への画像要求は不要である
場合が多い。
【００４９】
　以上説明した本実施例のレビューレポート作成ツールの優位性について説明するために
、テンプレート型レビューレポート作成ツールが実装された端末あるいはレビュー支援装
置の内部構成について説明する。図２４には、テンプレート型レビューレポート作成ツー
ルが実装された端末の内部構成図を示した。図１５に示した端末２４００は、本実施例の
端末１０と同様、データベース２４０１に通信ネットワーク２４０２を介して接続されて
いる。装置ユーザは、ユーザインタフェース２４０３を介してレビューレポートを編集し
、編集結果は、端末内のメモリやハードディスクなどに格納されたレポートテンプレート
データベース２４０４にか記憶される。テンプレート編集制御部２４０５は、ユーザイン
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タフェース２４０３に表示させる表示画面を作成する。表示制御部２４０６は、テンプレ
ートデータベース２４０４に記憶されたテンプレートを参照して、データベース２４０１
から取得した情報をテンプレートに合成してレビューレポートを作成する。レビューレポ
ートに記載する情報は、ウェハＩＤやロット番号などの情報を元に、関連する情報をデー
タベース２４０１から全部取得し、その中からテンプレートを参照して抽出する。
【００５０】
　以上の説明で分かるように、テンプレート型のレビューレポート作成ツールの場合、一
旦テンプレートを決めてしまうと、サムネイル画像や矢印の表示位置の調整をするために
は、再度テンプレート編集画面に戻って作業を行う必要がある。しかし、レビューレポー
トのレイアウトは、レポート作成過程で装置ユーザの意図に応じて変更されうるものであ
る。よって、テンプレート型のレビューレポート作成ツールの場合、レビューレポートの
完成画面に到達するまでに、テンプレート編集～合成画面によるレポート画面の確認～テ
ンプレート編集画面に戻っての再編集、という煩雑な作業を繰り返す必要があり、レポー
ト作成に多大な時間を要していた。
【００５１】
　本実施例のレビューレポート作成ツールの場合、レビューレポート作成の操作画面上で
レビューレポートのレイアウトを変更できる編集機能を有しているため、レビューレポー
ト作成の手数が大幅に低減される。本実施例の効果を示すため、図１６には、レビューレ
ポート作成に要する時間を従来技術と本発明とで対比して示した。図１６は、欠陥レビュ
ー装置によるレビュー時間をレポート作成時間も含めて表示した円グラフであり、横軸が
時間を示す。従来技術と本発明とでは、レポート作成時間が従来の１／４と大幅に短縮さ
れていることが分かる。
【００５２】
　以上、本実施例のレビューレポート作成ツールにより、大量の画像データを用いた解析
や整理・まとめが容易なレビュー支援装置を実現することができる。
【実施例２】
【００５３】
　実施例１では、欠陥ＩＤを手入力することによりレビューレポートを作成することが可
能なレビューレポート作成ツールについて説明したが、本実施例では、より操作性の向上
されたレビューレポート作成ツールの構成について説明する。
【００５４】
　最初に、本実施例のレビューレポート作成装置が実装されるレビュー支援装置とその周
辺に配置される装置の関係を示す全体図を図１７に示す。図１７に示すレビュー支援装置
５５は、欠陥レビューＳＥＭ５６にレビューレポート作成ツールが実装された端末５７と
により構成される。また、レビュー支援装置５５は、通信ネットワーク５８を介してデー
タベース５９，外観検査装置６１，光学式レビュー装置６２に相互接続されている。実施
例１と同様に、外観検査装置６１，光学式レビュー装置６２および欠陥レビューＳＥＭ５
６で撮像された画像は、データベース５９に蓄積され、必要に応じて端末５７により読み
出される。ワークステーション６０は、実施例１のそれと同様、データベースに格納する
画像情報を、外観検査装置６１，光学式レビュー装置６２および欠陥レビューＳＥＭ５６
で取得された画像から抽出するフィルター機能を備える。なお、データベース５９に格納
されるデータの配列構造も図３とほぼ同一であるものとする。
【００５５】
　欠陥レビューＳＥＭ５６は、ウェハに一次荷電粒子線を照射して発生する二次荷電粒子
信号として出力する荷電粒子光学鏡筒６３と、ウェハを載置する試料ステージ６５を格納
する真空試料室６４，荷電粒子光学鏡筒６３および真空試料室６４の全体動作を制御する
全体制御部６６および撮像画像を用いて取得された欠陥の分類を行う画像処理部６７とに
より構成される。荷電粒子光学鏡筒６３は、更に、一次電子ビームを発生する電子源６８
，電子源で発生した電子ビームのビーム電流量を制御するための上部・下部コンデンサレ
ンズ６９，７１およびビーム電流絞り７０，電子ビームを試料上に走査する走査偏向器７
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２，一次電子ビームの照射により発生する二次荷電粒子を光軸外に反射させる反射板７３
，走査偏向器により走査される電子ビームを試料上に集束させる対物レンズ７４，反射板
で反射された二次荷電粒子のうち紙面左側に反射された反射電子を検出する左陰影像検出
器７５，略同紙面右側に反射された反射電子を検出する右陰影像検出器７６，二次電子像
の形成信号を出力する二次電子検出器７７などにより構成される。
【００５６】
　画像処理部６７はデータベース５９を参照して、欠陥レビューが完了していない欠陥の
ＩＤと欠陥位置情報とを取得する。これら欠陥ＩＤと欠陥位置情報は、外観検査装置６１
から直接送信される場合もある。端末５７の内部構成は、図１５で説明した内容と同一で
あるので、説明は省略する。
【００５７】
　次に、図６，図１８および図１９を用いて、本実施例のレビューレポート作成ツールの
操作画面について説明する。なお、説明の都合上、レビューレポートの完成画面は図４に
示す画面と同じであるものとする。装置ユーザは、最初にレビューレポート作成画面の初
期画面を表示させる。初期画面は、図６に示す実施例１の初期画面と同様である。本実施
例の場合、レビューレポート作成画面の初期画面に表示される欠陥マップ上に操作ポイン
タをかざす（マウスなどのポインティングデバイスで、欠陥マップ上のドットにポインタ
を移動させる）と、当該欠陥のサムネイル画像と欠陥ＩＤとを表示する吹き出し画面が表
示される。例えば、図１８には、上記の吹き出し画面が表示された状態のマップ・画像表
示画面７８を示した。図１８では、ＩＤが１０５の欠陥に相当する第１のサムネイル画像
７９が既に表示されており、欠陥マップ８０上でも欠陥ＩＤ１０５の欠陥位置が強調表示
用ポインタ８１により強調表示されている。また、その近傍には欠陥ＩＤ８２である数値
「１０５」も表示されている。
【００５８】
　装置ユーザが、次に表示させるサムネイル画像を選択するために、欠陥マップ上の適当
なドットに操作ポインタをかざすと、第２のサムネイル画像８４と欠陥ＩＤ８５とを含む
吹き出し画面８３がポップアップ表示される。装置ユーザは、マウスなどのポインティン
グデバイスを操作して、吹き出し画面８３に表示された第２のサムネイル画像８４を、マ
ップ・画像表示画面７８に表示された複数の像表示欄のうち所望の像表示欄８６にドラッ
グアンドドロップ操作を行う。これにより、吹き出し画面８３に表示された第２のサムネ
イル画像８４が像表示欄８６に貼り付けることができる。同時に、像表示欄８６の欠陥Ｉ
Ｄ入力欄８７には、ドラッグアンドドロップ操作を行った欠陥画像に対応する欠陥ＩＤが
自動表示される。欠陥マップ８０上にも、選択されたサムネイル画像に対応する欠陥位置
が強調表示用ポインタ８１により強調表示され、かつ欠陥ＩＤ値「１５４」も表示される
。図１９には、図１８の吹き出し画面８４から第２のサムネイル画像をドラッグアンドド
ロップ操作した直後の表示画面を示した。
【００５９】
　また、欠陥ＩＤ入力欄８７横の矢印ボタン８８を押すと欠陥ＩＤ入力欄８７に表示され
る欠陥ＩＤ値がボタンを押した回数に応じて変更される。同時に、像表示欄８６に表示さ
れる画像と欠陥マップ８０上に表示された強調表示用ポインタ８１の表示位置とが、ＩＤ
の変化に応じて変更される。
【００６０】
　更にまた、マップ・画像表示画面７８に表示させているサムネイル画像を削除する場合
は、その画像をクリックして図示されないゴミ箱アイコンに移動させるドラッグアンドド
ロップ操作を行う。また、各欠陥画像を他の画像にドラッグアンドドロップすることで、
画像表示位置を交換することも可能である。
【００６１】
　以上の要領で、欠陥マップ上で操作ポインタを移動し、吹き出し画面を次々と表示させ
、所望のサムネイル画像を順次貼り付けることにより、レビューレポートの作成が進行す
る。
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【００６２】
　次に、本実施例の端末５７の内部動作について図１５を参照して説明する。欠陥マップ
やサムネイル画像を表示する際の端末内部の動作は、実施例１と同様であるので、ここで
は、吹き出し画面に表示された画像のコピーアンドペースト操作時の内部動作について説
明する。
【００６３】
　装置ユーザのポインティングデバイス操作により、図１８に示す欠陥マップ上の任意の
ドット上に操作ポインタが移動されると、ポインタ位置検出部５１は、操作ポインタの現
在の表示位置を検出し、要求動作解析部５２に伝送する。要求動作解析部５２は、伝送さ
れた操作ポインタの現在の表示位置が欠陥マップ８０上に表示されたドットの表示位置と
同じであることを検出して吹き出し画面８３の表示要求と解釈する。要求動作解析部５２
は、更に、解釈結果である「表示要求」を欠陥ＩＤ値の情報とともに、表示制御部４９に
伝送する。マップ描画部５３は、伝送された欠陥ＩＤに対応するドットの近傍に上記の吹
き出し画面８３をポップアップ表示させ、同時に、強調表示用ポインタ８１も表示させる
。オブジェクト表示部５４は、ポップアップ表示された吹き出し画面８３内にサムネイル
画像と欠陥ＩＤ値とをオブジェクトデータとして表示させる。
【００６４】
　次に、吹き出し画面８３内に表示されたオブジェクトデータであるサムネイル画像が像
表示欄８６にドラッグアンドドロップ操作されると、ポインタ位置検出部５１がこの動作
を検出し、要求動作解析５１に伝送する。要求動作解析５１は、このドラッグアンドドロ
ップ操作が、欠陥ＩＤ１５４の欠陥画像の像表示欄８６への貼り付け動作と解釈し、表示
制御部４９に伝送する。オブジェクト表示部５４は、像表示欄８６へ欠陥ＩＤ１５４の欠
陥画像を表示し、併せて、欠陥ＩＤ入力欄８７に欠陥ＩＤ値「１５４」を表示させる。吹
き出し画面８３は、操作ポインタが欠陥ＩＤ１５４の位置から移動されない限り表示され
たままであるが、操作ポインタの操作が一定時間以上無かった場合、タイムアウトで吹き
出し画面８３の表示を終了するように装置を構成しても良い。
【００６５】
　欠陥マップ上に表示されているドット数が多い場合には、欠陥マップ上で操作ポインタ
を動かしてドットを選択する場合に支障が生じる場合がある。そのような場合のため、本
実施例のレビューレポート作成ツールは欠陥マップの一部を拡大表示する機能を有してお
り、装置ユーザは、拡大表示された領域からサムネイル表示させる欠陥を選択することが
できる。欠陥マップを拡大表示させる場合には、装置ユーザは、操作ポインタを欠陥マッ
プ８０上でドットが表示されていない適当な領域に移動させ、ポインティングデバイスを
操作（マウスの右クリックなど）する。すると、実施例１の図１２に示すような表示情報
変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー４２が表示され、表示項目の中から「拡大」
を表示すると、図２０に示すような欠陥マップの拡大図がマップ・画像表示画面７８中央
部に表示される。拡大表示されても、強調表示用ポインタ８１や欠陥ＩＤ入力欄８７に表
示される欠陥ＩＤ値の情報は、欠陥マップ拡大図８９にそのまま表示される。また、欠陥
マップ拡大図８９の表示位置を移動させるため、拡大マップ表示位置移動スクロールバー
９０も欠陥マップ拡大図８９に併せて表示される。＊この黄色マーカ箇所（ナントカ用ス
クロールバー）に適当に名前をつけてください。拡大表示された欠陥マップの表示サイズ
を元に戻す場合には、マウス操作により表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニ
ュー４２を再度表示させ、表示項目の中から「縮小」を選択すればよい。
【００６６】
　マップ・画像表示画面７８には、欠陥マップの代わりに、マップの変わりに画像一覧９
１を表示することも可能である。「画像一覧」とは、欠陥マップ８０に表示されている全
ドットに対応する欠陥画像を欠陥ＩＤ順に並べて表示したものである。図３に示すように
、同一の欠陥ＩＤに対して複数種類の欠陥画像が存在するため「画像一覧」に表示される
欠陥画像には、同一ＩＤの欠陥画像が複数含まれることになる。
【００６７】
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　画像一覧を表示する場合には、ポインティングデバイスの操作により、図１２に示すよ
うな表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー４２を呼び出し、表示項目の中
から「画像一覧」を選択する。図２１には、画像一覧が表示された状態のマップ・画像表
示画面７８を示す。図２１に表示された画像一覧９１では、欠陥ＩＤ入力欄８７へ欠陥Ｉ
Ｄが入力されている欠陥画像がハイライト表示９２され、装置ユーザはどの画像がサムネ
イル表示されているかたちどころに理解することができる。また、画像一覧９１に表示さ
れた表示画像選択用スクロールバー９３を操作することにより、画像一覧９１に表示され
る欠陥画像をスライドさせることができる。装置ユーザは、画像一覧９１に表示された欠
陥画像の中から所望の画像を選択し、所望の像表示欄にドラッグアンドドロップ操作する
ことで、像表示欄に所望の欠陥画像をサムネイル表示することができる。このドラッグア
ンドドロップ操作は、像表示欄が空白であっても既にサムネイル画像が表示されていても
有効である。画像一覧の表示を欠陥マップ表示に切り替える場合には、図１２に示すよう
な表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー４２を呼び出し、表示項目の中か
ら「マップ」を選択することにより、欠陥マップ表示に切り替えることができる。
【００６８】
　以上説明した欠陥マップの拡大・縮小表示動作あるいは欠陥画像の一覧表示、あるいは
プルダウンメニューの表示などの各種動作も、図１５に示すポインタ動作解析部４８が、
マウスによる操作ポインタの動作を検出・解析し、表示制御部４９に伝送することにより
実現される。
【００６９】
　以上のように、欠陥マップによるサムネイル画像選択と、画像一覧によるサムネイル画
像選択とを切り替えることにより、欠陥マップによる欠陥分布の把握容易性と、画像一覧
による欠陥画像の形状の視認性とを両立することが可能となり、どちらか一方しか表示で
きない場合に比べて、レビューレポート作成時の操作性が更に向上する。
【００７０】
　更にまた、実施例１の操作と同様に、既にサムネイル画像が表示されている像表示欄で
あっても、欠陥ＩＤ入力欄８７に所望の欠陥ＩＤを入力すると像表示欄に新たに入力した
欠陥ＩＤの欠陥画像が表示される。従って、本実施例のレビューレポート作成ツールにお
いては、装置ユーザは、欠陥ＩＤ入力欄８７への欠陥ＩＤのマニュアル入力によるサムネ
イル画像選択と、欠陥マップあるいは画像一覧からの画像のドラッグアンドドロップ操作
によるサムネイル画像選択との２つの選択方法を切り替えて使用することができる。これ
により、レポートに表示させる適切な画像の抽出・選択の利便性が向上し、ひいては必要
な情報を含むレポートの作成時間がより短時間化し、歩留まり向上までの所要時間が短縮
する。
【００７１】
　図２２には、画像一覧表示に表示させる欠陥画像を絞り込むためのデータフィルタリン
グウィンドウ１００を示した。本画面は、図１２に示された表示情報変更・レイアウト編
集用プルダウンメニューに含まれる「フィルタリング」項目を選択することにより、「マ
ップ・画像表示画面７８」からのポップアウトウィンドウとして表示される。図２２に示
すデータフィルタリングウィンドウ１００には、欠陥種別情報が表示される欠陥種別ウィ
ンドウ１０１，欠陥種別情報以外の欠陥特徴量情報が表示されるＲＤＣウィンドウ１０２
などが表示される。装置ユーザは、マウスやキーボードなどの入力デバイスを使用して、
欠陥種別ウィンドウ１０１に表示された欠陥種別リストから所望の種別の欠陥を選択する
。あるいはＲＤＣウィンドウ１０２内に表示された欠陥特徴量入力欄１０３に適当な値を
入力する。例えば、「MaxGlDiff」入力欄（最大グレーレベル差入力欄）であれば、適当
なグレーレベル差の諧調値を入力する。「Polarity」入力欄（極性入力欄）であれば、プ
ラスまたはマイナスの符号を入力する。その後、確定ボタン１０５を押すと、ユーザの選
択した欠陥種別あるいはＲＤＣ情報に対応する欠陥画像のみが図２１に示す画像一覧に表
示される。「全て選択」ボタン１０４を押せば、全ての欠陥画像が選択される。また、欠
陥マップであれば、ユーザの選択した欠陥種別あるいはＲＤＣ情報に対応する欠陥に対応
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するドットのみが欠陥マップ上に表示される。キャンセルボタン１０６を押すと設定は解
除される。
【００７２】
　以上のように、レビューレポート作成画面にＲＤＣ情報の選択条件設定機能を持たせる
ことにより、ＧＵＩ画面に表示させる欠陥画像の種類をレビューレポート作成者の意図に
応じて絞り込むことが可能となるため、レビューレポートに表示させたい欠陥に短時間で
且つ簡単にたどり着くことが可能となる。以上の表示制御も、図１５に示すポインタ動作
解析部４８と表示制御部４９との共同処理によって実現される。
【００７３】
　また、図１８～図２１に示されるサムネイル画像の拡大画像を表示させたい場合がある
。これは、微細な欠陥の場合、画像を拡大して欠陥部を大きく表示して確認したい場合が
多いためである。このような場合、サムネイル画像をダブルクリックすると、図２３に示
す画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ１０７が表示され、レビューレポート作
成画面（マップ・画像表示画面７８）に表示させたサムネイル画像を高精細な拡大画像で
確認することができる。また、画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ１０７には
、スライドボタン１０８も表示されており、「Prev」または「Next」の各ボタンを操作す
ることで、表示される欠陥画像が欠陥ＩＤに従って変化する。
【００７４】
　実施例１で説明したように、サムネイル画像は元画像から適当に解像度を落として表示
されているため、上記のダブルクリックにより画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィン
ドウ１０７が呼び出されると、図１５に示すポインタ動作解析部は、ダブルクリックされ
たマップ・画像表示画面７８上の位置情報から選択された欠陥のＩＤを算出しオブジェク
ト表示部５４に伝達する。オブジェクト表示部５４は、伝達された欠陥ＩＤの情報を元に
メモリ４４の空き領域に格納された欠陥画像のデータを参照して、解像度を落とさずに画
像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ１０７上に表示する。
【００７５】
　図２３に示されるように、画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ１０７には、
ダブルクリックにより選択された欠陥ＩＤを持つ欠陥画像が全て表示される。表示させる
欠陥画像を絞り込みたい場合、画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ１０７上に
表示されている欠陥種別コード入力欄１０９に欠陥種別を示すコード情報を入力すること
により、ウィンドウ上に表示させる欠陥画像を選択することができる。この状態でスライ
ドボタン１０８を操作すると、表示される欠陥画像はやはり欠陥ＩＤに従って変化する。
このようにすることで、微細な欠陥の確認が容易になり、目視による欠陥の確認時間が短
縮される。
【００７６】
　以上の説明は、レビュー支援装置が、欠陥レビューＳＥＭに接続されたレビューレポー
ト作成端末と欠陥レビューＳＥＭにより構成されることを前提として行ったが、本実施例
のドラッグアンドドロップ操作によるレビューレポート作成方法は、図１に示すようにデ
ータベースとレビューレポート作成端末から構成される検査支援装置あるいはレビュー支
援装置に対しても適用することが可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１　クリーンルーム
２　半導体製造装置
３　外観検査装置群
４　光学式レビュー装置群
５　ＳＥＭ式レビュー装置群
６　検品装置
７，５８　通信ネットワーク
８，５９　データベース
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９，６０　ワークステーション
１０～１２，５７　端末
１３　実施例１の欠陥検査支援装置
１４　実施例１のマップ・画像表示画面
１５　欠陥マップ
１６　サムネイル画像
１７，８７　欠陥ＩＤ入力欄
１８，８８　矢印ボタン
１９　矢印
２０　欠陥ＩＤ表示欄
２１　検査画像表示欄
２２　外観検査装置による検査画像
２３　レビュー画像表示欄
２４　レビュー装置による取得画像
２５　レビューカテゴリ入力・表示欄
２６　欠陥特徴量表示欄
２７　欠陥選択ボタン
２８　欠陥ＩＤスクロールバー
２９　横方向のスクロールバー
３０　レビューデータ出力ボタン
３１　画像・特徴量リスト表示画面
３２　マップ・画像表示画面タブ
３３　画像・特徴量リスト表示画面タブ
３４　サムネイル画像の画像表示欄
３５　強調表示用ポインタ
３６　欠陥ＩＤを示す数字
３７　表示画像種選択用プルダウンメニュー
３８　表示画像種選択用プルダウンメニューに表示させる画像種の選択ウィンドウ
３９　表示画像種選択ボタン
４０　ＯＫボタン
４１　キャンセルボタン
４２　表示情報変更・レイアウト編集用プルダウンメニュー
４３　表示画像数選択用プルダウンメニュー
４４　メモリ
４５　ＣＰＵ
４６　ユーザインタフェース
４７　データベース参照部
４８　ポインタ動作解析部
４９　表示制御部
５０　出力制御部
５１　ポインタ位置検出部
５２　要求動作解析部
５３　マップ描画部
５４　オブジェクト表示部
５５　実施例２の欠陥レビュー支援装置
５６　欠陥レビューＳＥＭ
６１　外観検査装置
６２　光学式レビュー装置
６３　荷電粒子光学鏡筒
６４　真空試料室
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６５　試料ステージ
６６　全体制御部
６７　画像処理部
６８　電子源
６９　上部コンデンサレンズ
７０　ビーム電流絞り
７１　下部コンデンサレンズ
７２　走査偏向器
７３　反射板
７４　対物レンズ
７５　左陰影像検出器
７６　右陰影像検出器
７７　二次電子検出器
７８　実施例２のマップ・画像表示画面
７９　第１のサムネイル画像
８０　欠陥マップ
８１　強調表示用ポインタ
８２，８５　欠陥ＩＤ
８３　吹き出し画面
８４　第２のサムネイル画像
８６　像表示欄
８９　欠陥マップ拡大図
９０　拡大マップ表示位置移動スクロールバー
９１　画像一覧
９２　ハイライト表示
９３　表示画像選択用スクロールバー
１００　データフィルタリングウィンドウ
１０１　欠陥種別ウィンドウ
１０２　ＲＤＣウィンドウ
１０３　欠陥特徴量入力欄
１０４　「全て選択」ボタン
１０５　確定ボタン
１０６　キャンセルボタン
１０７　画像拡大表示・欠陥種別コード入力ウィンドウ
１０８　スライドボタン
１０９　欠陥種別コード入力欄
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